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(57)【要約】
　フロアマット（１）用ベース（２）は、マット材料（
３）を受容するための少なくとも１つの凹部を画定する
ように、解放可能な形で併せて固定される複数の構成要
素と、床表面の高さから上方に、マットの上面の高さま
で傾斜する傾斜状縁部（４）とから構成される。いくつ
かの実施形態において傾斜状縁部は、ベースの周辺部全
体を取り囲むように間断なく延びていてよい。ベースが
概ね矩形である別の実施形態では、傾斜状縁部は、ベー
スの２つの対向側面のみに沿って間断なく延びていてよ
い。有益なことに、前記／各凹部の壁の高さは、壁の頂
部が、マットの上面の高さに来るようになっている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フロアマット用ベースであって、前記ベースが、概ね矩形であると共に、マット材料を
受容するための少なくとも１つの凹部を画定するように、解放可能な形で併せて固定され
る複数の構成要素と、床表面の高さから上方に、マットの上面の高さまで傾斜すると共に
、前記ベースの少なくとも２つの対向側面に沿って間断なく延びている傾斜状縁部とから
構成されるベース。
【請求項２】
　前記傾斜状縁部が、前記ベースの周辺部全体を取り囲むように間断なく延びている、請
求項１に記載のベース。
【請求項３】
　フロアマット用ベースであって、前記ベースが、マット材料を受容するための少なくと
も１つの凹部を画定するように、解放可能な形で併せて固定される複数の構成要素と、床
表面の高さから上方に、マットの上面の高さまで傾斜すると共に、前記ベースの周辺部全
体を取り囲むように間断なく延びている傾斜状縁部とから構成されるベース。
【請求項４】
　前記／各凹部の壁の高さは、前記壁の頂部が、前記マットの上面の高さに来るようにな
っている、請求項１～３のいずれか一項に記載のベース。
【請求項５】
　前記構成要素が、その間に顕著な隙間なしに、併せて固定される、請求項１～４のいず
れか一項に記載のベース。
【請求項６】
　前記構成要素の少なくともいくつかを再利用して、ベースの周辺部の少なくとも一部を
取り囲むように延びている傾斜状縁部を同様に有するが、異なる寸法／形を有する少なく
とも１つの凹部を含むベースを形成できるように、前記構成要素が付形される、請求項１
～５のいずれか一項に記載のベース。
【請求項７】
　前記構成要素の少なくともいくつかが、前記凹部の床部の一部と、前記傾斜状縁部の一
部との両方を提供するように付形される、請求項１又は請求項２に記載のベース。
【請求項８】
　前記構成要素の少なくとも２つが全く同じである、請求項１～７のいずれか一項に記載
のベース。
【請求項９】
　前記構成要素のいくつかが、前記凹部の床部の一部のみを提供するように付形され、残
りが、前記傾斜状縁部の一部のみを提供するように付形される、請求項１～３のいずれか
一項に記載のベース。
【請求項１０】
　前記構成要素の１つが、前記凹部の床部全体を提供するように付形され、残りが、前記
傾斜状縁部の一部のみを提供するように付形される、請求項１～３のいずれか一項に記載
のベース。
【請求項１１】
　前記構成要素が、成型／押出成形された構成要素である、請求項１～１０のいずれか一
項に記載のベース。
【請求項１２】
　前記凹部の床部が、前記凹部内に受容されるマット材料を嵌合及び保持する手段を含む
、請求項１～１１のいずれか一項に記載のベース。
【請求項１３】
　前記構成要素が、前記構成要素の一体部分である手段によって、解放可能な形で併せて
固定される、請求項１～１２のいずれか一項に記載のベース。
【請求項１４】
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　前記構成要素が、前記床部の平面と概ね平行な方向での構成要素の分離を阻むように付
形されている手段によって、解放可能な形で併せて固定される、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載のベース。
【請求項１５】
　前記構成要素が、前記床部の平面と概ね垂直な方向での構成要素の分離を阻むように付
形されている手段によって、解放可能な形で併せて固定される、請求項１～１４のいずれ
か一項に記載のベース。
【請求項１６】
　前記構成要素の床に面する側面が、床表面に対する前記ベースの動きを阻むように設計
される、請求項１～１５のいずれか一項に記載のベース。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載のベースと、前記／各凹部の床部の上に取り外し
可能な形で置かれると共に、前記／各凹部の床部を覆うマット材料とを含むフロアマット
。
【請求項１８】
　前記マット材料が、前記凹部の頂部まで延びるほど十分に厚い、請求項１７に記載のフ
ロアマット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００７年４月１６日に申請された英国特許出願第０７０７２６８．９号の
優先権を主張し、この特許出願は、その全体が参考として本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、フロアマット、より詳細には、ビルの玄関又は同様の場所で用いるのに適し
たフロアマットに関する。
【背景技術】
【０００３】
　玄関マットは、歩行者がビルに入るときに、歩行者の靴から汚物及び水（以下では、一
般に「汚れ」と呼ぶ）を除去するために用いられる。いくつかの場所、例えばスーパーマ
ーケット及び空港ビルでは、玄関マットはまた、手押し車又は類似の物品の車輪から汚物
及び水を除去するために必要とされる。したがって、歩行者の靴から汚れを除去すること
についての本願における言及は、玄関マットの上を通り過ぎるすべての通行体（歩行者及
び車輪）から汚れを除去することを包含すると見なされるべきである。
【０００４】
　様々な形態の玄関マットが既知であり、それらの構成及び形成される材料に応じて、直
接建物の外側又は内側に配置される。玄関マットは、床のくぼみ内に設置するか、又は、
敷物型マットとして直接床の上に置くことができる。常設のベースを床の上に提供して、
その上にマットを置くと共に、洗浄又は交換の必要性に応じてマットをはがすことができ
ることも知られている。このようなベースは、使用中のときにはマットが特定の位置に保
たれるようにマットを収容するが、その一方で、必要な場合にはマットを別の位置に動か
すことができるという利点をもたらす。ベースはまた、マットを通り抜けて落下する全て
の汚れを収容すると共に、汚れが床の上に広がること、又は床が損傷を受けることを防ぐ
。ベースの中には、マットの周辺部に傾斜状縁部を追加的に提供し、それによって、マッ
トの上を通行体が通過しやすくすると共に、歩行者が縁部でつまずくリスクを減らすもの
もある。
【０００５】
　マットベースの例は、米国特許第４，６０９，５８０号（ロケット（Rockett）ら）、
同第５，０１８，２３５号（スタマティオ（Stamatiou）ら）、及び国際公開第００／１
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６６８２号（ヤマグチ（Yamaguchi）ら）に記載されている。これらのベースは、１つの
寸法のみのマットにしか対応できないため、玄関マットが用いられる様々なスペースに対
応するために、異なる形及び寸法の多種多様なベースが必要となるであろう。
【０００６】
　国際公開第９９／５３８１１号（ノーディン（Nordin））には、長さ及び幅の両方の点
で調節可能であるマットをもたらすために、テキスタイル層と共に用いる、モジュラー式
ユニットから構成されるマットベースが記載されている。
【０００７】
　このマットベースは、テキスタイル材料の縁部を受容するために、２つの対向側面沿い
にフランジを有し、このテキスタイル材料は、各末端部で、ベースの下に折り畳まれる。
したがって（according）、このベースは、薄くて折り畳み可能なテキスタイル材料と共
にしか用いることができず、通常のフロアマット材料と共に用いるのには適さない。米国
特許第５，１４２，７３３号（モーゲル（Mogel）ら）は、より大きいマットを形成する
ために併せて連結できるが、その周辺部に連続的な縁部がない複数のマットホルダーを使
用することを提案している。この、より大きいマットは、その表面にわたって一連の谷部
分も有し、マットホルダー間に接合の跡が残り、これは、歩行者にとって不便であると共
に、車輪付き通行体が通り抜けにくくなることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第４，６０９，５８０号
【特許文献２】米国特許第５，０１８，２３５号
【特許文献３】国際公開第００／１６６８２号
【特許文献４】国際公開第９９／５３８１１号
【特許文献５】米国特許第５，１４２，７３３号
【特許文献６】英国特許第０６２０８９５．３号
【特許文献７】英国特許第０７０３４２８．３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、異なるサイズのマットに容易に適合できる費用効率の高いマットベースを提
供する課題と関連がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、フロアマット用ベースであって、概ね矩形であり、マット材料を受容するた
めの少なくとも１つの凹部を画定するように、解放可能な形で併せて固定される複数の構
成要素と、床表面の高さから上方に、マットの上面の高さまで傾斜すると共に、ベースの
少なくとも２つの対向側面に沿って間断なく延びている傾斜状縁部から構成されるベース
を提供する。
【００１１】
　傾斜状縁部は、ベースの周辺部全体を取り囲むように間断なく延びているのが好ましい
。したがって、本発明は、フロアマット用ベースであって、マット材料を受容するための
少なくとも１つの凹部を画定するように、解放可能な形で併せて固定される複数の構成要
素と、床表面の高さから上方に、マットの上面の高さまで傾斜すると共に、ベースの周辺
部全体を取り囲むように間断なく延びている傾斜状縁部から構成されるベースも提供する
。
【００１２】
　以下では、例示のためにのみ、下記の添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態を
説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】フロアマットの斜視図。
【図２】複数の構成要素から組み立てられた、図１のフロアマットのベース。
【図３】図２と似ているが、異なる構成要素から組み立てられたベース。
【図４】図２と似ているが、異なる構成要素から組み立てられたベース。
【図５】４種類の構成要素からできたマットベースの組立体を示している概略平面図。
【図６ａ】図５のベースを組み立てるのに用いられる４種類の構成要素の１つ。
【図６ｂ】図５のベースを組み立てるのに用いられる４種類の構成要素の１つ。
【図６ｃ】図５のベースを組み立てるのに用いられる４種類の構成要素の１つ。
【図６ｄ】図５のベースを組み立てるのに用いられる４種類の構成要素の１つ。
【図７】図６に示されている構成要素のうちの３つから組み立てられたベース。
【図８】図７のマットベースと似ているが、異なる構成要素から組み立てられたマットベ
ース。
【図９】複数の構成要素から組み立てられた別のマットベース。
【図１０】図９のマットベースの修正形態。
【図１１】複数の構成要素からできた別のマットベースの組立体。
【図１２】複数の構成要素からできた別のマットベースの組立体。
【図１３】複数の構成要素からできた別のマットベースの組立体。
【図１４】マットベースの構成要素を併せて連結するための連結システムの１つの形状。
【図１５】マットベースの構成要素を併せて連結するための連結システムの１つの形状。
【図１６ａ】連結システムの別の形状。
【図１６ｂ】連結システムの別の形状。
【図１７】連結システムの別の形状。
【図１８】マットベースの構成要素の下面。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１に示されているマット１は、中央がマット材料３によって満たされた凹部であるベ
ース２を含む。以下で説明されているように、ベース２は、組み合わさって凹部及び傾斜
状縁部４の両方を画定する複数の構成要素から構成されており、傾斜状縁部４は、マット
が置かれる床（図示せず）の表面から上方に、マット１の上面に相当するマット材料３の
上面の高さまで傾斜している。縁部４は、マットの上を通行体が通過しやすくすると共に
、歩行者が縁部でつまずくリスクを減らし、また、このケースでは、ベース２の周辺部全
体を取り囲むように間断なく延びている。
【００１５】
　傾斜状縁部４の傾斜は、その最大高及び最大幅を定めることになるが、マットの上を通
過しやすくするように選択する。床に対して約１５°という傾斜角が通常は適切であるが
、状況に応じて変えることもできる。ベース２の凹部の深さは、凹部に適合するよう意図
されるマット材料３の厚みによって決まることになり、典型的なマット材料は、約６ｍｍ
～約２７ｍｍの範囲の厚みを有することになるが、他の厚みも可能である。
【００１６】
　例えばマット材料３が摩損するか若しくは汚れたときに、凹部を洗浄可能にするために
マット材料３をはがすことができるように、又は、マット材料を交換できるように、マッ
ト材料３は、ベース２の凹部内に取り外し可能な形で置くのが有益である。
【００１７】
　図１のマット１は正方形の形をしており、図２は、４つの全く同じ構成要素５からベー
ス２をどうやって組み立てることができるのかを示しており、各構成要素は、対応するベ
ース角部と、凹部７の床部６のうちの関連する４分の１を伴う２つの隣接する縁部４のう
ちの２分の１とを含む。構成要素５は、はがせると共に、必要に応じて、追加的な適合す
る構成要素と組み合わせて用いて、異なる寸法及び形のベースを形成することができるよ
うに、いずれかの好適な方法で、解放可能な形で併せて固定される。構成要素５を併せて
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連結するのに適した連結システムについては、後で説明する。
【００１８】
　図３及び４は、異なる構成要素から組み立てられた類似のベース２を示している。図３
では、ベースは、２つの全く同じ構成要素８から組み立てられており、各構成要素は、対
応する２つのベース角部と、１つの完全な縁部４と、凹部７の床部６のうちの関連する２
分の１を伴う２つの隣接する縁部４の２分の１を含む。図４では、ベースは、４つの全く
同じ構成要素９から組み立てられており、各構成要素は、１つの対応する縁部４と、凹部
７の床部６のうちの関連する４分の１を伴う、各末端部の角部の２分の１とを含む。
【００１９】
　図５は、隣接する構成要素間の全てで同じタイプの連結を用いると仮定して、４つの異
なるタイプの構成要素のみから、より大きいベース１０をどうやって経済的に組み立てる
ことができるのかを示している。図５では、この連結は、ある１つの構成要素の縁部上の
濃い三角Ｃ１と、隣接する構成要素の縁部上の白い三角Ｃ２とによって示されている。図
５で用いられる４つのタイプの構成要素は、図６ａ～６ｄに示されており、１つのタイプ
の角部構成要素１１（図６ａ）と、連結構成要素Ｃ１、Ｃ２の組み合わせのみが異なる２
つのタイプの縁部構成要素１２（図６ｂ）及び１３（図６ｃ）と、１つのタイプの内側構
成要素１４（図６ｄ）とを含む。代替形態として、１つのタイプの角部構成要素と、１つ
のタイプの縁部構成要素と、２つのタイプの内側構成要素とを用いて、同様のベースを組
み立てることもできる。
【００２０】
　図７は、角部構成要素１１（図６ａ）と、縁部構成要素１２（図６ｂ）及び１３（図６
ｃ）のみを用いて、細長いベース２０をどうやって組み立てることができるのかを示して
いる。あるいは、図８に示されているように、図３のベースの構成要素８に似ている２つ
の末端部構成要素１５と、１つ以上の中間構成要素１６とを用いて、細長いベース２１を
組み立てることもできる。図８における構成要素間の連結は、概略的に示されているに過
ぎず、好ましい連結システムについては、後で説明する。
【００２１】
　図２～８を参照しながら説明されるベースの構成要素は、いずれかの適切な製造プロセ
スによって、最も好適には成型プロセスによって、作製することができる。更なる代替形
態として、押出成形された構成要素から形成されるベースが図９に示されている。図９の
ベース２２は、傾斜状縁部４が、ベースの２つの対向側面上のみにあるという点で、図２
～８を参照しながら説明したものとは異なり、その結果、使用中、縁部４がマットの全域
で、通行体の正常方向に横断して延びるように、ベース２２を含むマットを配置しなけれ
ばならない。ベース２２は、２つの全く同じ外側構成要素２３であって、それぞれが、ベ
ースの長さを延ばすと共に、縁部４の１つ、及び凹部７の床部６の隣接部分を含む外側構
成要素２３と、内側構成要素２４であって、外側構成要素２３と同様にベースの長さを延
ばすと共に、床部６の中央部分を含む構成要素２４とを含む。構成要素２３と構成要素２
４との間の連結（見えない）は、押出プロセスによって、これらの構成要素を全て、ベー
ス２２に必要な長さに延長できるようになっている。好適な連結システムの例については
、後で説明する。
【００２２】
　図１０は、図９のベース２２の修正形態を示しており、外側構成要素２３’と内側構成
要素２４’が、直立壁２５と共に形成されており、直立壁２５の位置で、外側構成要素２
３’と内側構成要素２４’が相互に隣接している。図９におけるような単一の凹部ではな
く、マット材料を受容するための３つの縦方向に延びる凹部７’をベースが効果的に含む
ように、壁２５はベースの長さを延ばす。完成されたマットが、マットの上を通過する通
行体に、連続的な水平な表面を提供するように、壁２５の上面は、傾斜状縁部４の頂部の
ように、凹部７’の中に置かれるマット材料の上面と同じ高さでなければならない。
【００２３】
　所望に応じて、凹部７又は凹部７’を完全に取り囲むために、図９及び１０の末端部に



(7) JP 2010-524576 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

、何らかの形状の縁を固定することもできる。この追加的な縁は、任意の好適な方法で固
定することができ、所望に応じて、縁部４によって提供されるもののような、ベースの末
端部にある傾斜表面を提供できる。しかし、上記のように、用いる際に、縁部４がマット
の全域で、通行体の垂直方向に横断して延びるように、ベースを含むマットが配置される
場合には、この追加的な傾斜状表面は必須ではない。
【００２４】
　図１１は、周辺部全体を取り囲む傾斜状縁部を有するベース３０を組み立てる代替的な
方法を示す分解図である。このケースでは、まず、ベースの所要周辺部寸法を有する矩形
床部層３１を準備する。この床部層は、例えばロール形状で提供される好適な材料の長さ
部分から切断してもよい。それぞれが床部層の対応する側面の長さを有する４つの縁部片
３２も提供される。縁部片３２は、傾斜状縁部４の所要の形に対応する概ねくさび形の横
断面を有し、床部層同様に、例えばロール形状で提供される好適な材料の長さ部分から切
断してもよい。続いて、ベース３０の角部で留め継ぎを形成するように事前に付形された
縁部片３２（図１１では、床部層３１から切り離された状態で示されている）を、いずれ
かの好適な方法で、床部層３１の縁を覆うように取り付けて、ベースの周辺部全体を取り
囲むように間断なく延びる縁部をもたらす。必要に応じてベースを分解できるように、縁
部片３２の床部層３１への取り付けは、再閉鎖可能な留め具によるものであってもよいし
、接着剤による恒久的な取り付けであってもよい。
【００２５】
　別個の縁部片３６を含む別のベース３５の構築が図１２に示されており、この図も分解
図である。このケースでは、ベースの中央に、解放可能な形で併せて連結される複数の構
成要素３７を含み、この構成要素のそれぞれは、マット材料を受容するための対応する凹
部３８を有する。構成要素３７を所望の形体で組み立てると、ベース３５の角部で留め継
ぎを形成するように事前に付形された縁部片３６（図１２では、ベースの中央から切り離
された状態で示されている）を、周辺部を取り囲む位置で固定して、ベースの周辺部全体
を取り囲むように間断なく延びる縁部をもたらす。したがって、完成されたマットは、各
種凹部３８内でタイル状に配列された複数の別個のマット材料片を含むことになる。図１
０を参照しながら上で説明したように、完成されたマットが、マットの上を通過する通行
体に連続的な水平な表面を提供するように、凹部３８の壁の上面は全て、凹部内に置かれ
るマット材料の上面と同じ高さでなければならない。
【００２６】
　縁部片３６は、必要に応じてベースを分解し、構成要素を再利用できるようにするいず
れかの好適な方法で、ベース３５の中央片３７に固定することができる。縁部片３６及び
中央片３７は、例えば、それぞれ、図１６ａ及び１６ｂを参照しながら下で説明されてい
るタイプの、２つの部分からなる機械的連結具の１つの部分を備えることができる。
【００２７】
　図１３は、マット材料の別個の片を受容するための複数の凹部を提供する別のベース４
０を示している。このケースでは、ベース４０の周辺部全体を取り囲むように間断なく延
びている傾斜状縁部４”は、別個の縁部片からではなく、図２～８のように、ベースを形
成する構成要素４１の一体部分である区画として形成される。構成要素４１は、任意の好
適な方法で、解放可能な形で併せて連結され、各構成要素は、好適に付形されたマット材
料片が置かれる、対応する凹部４２を有する。このケースでも、完成されたマットが、マ
ットの上を通過する通行体に、連続的な水平な表面を提供するように、凹部４２の壁の上
面は全て、凹部内に置かれるマット材料の上面と同じ高さでなければならない。
【００２８】
　上記ベースの構成要素を併せて連結するのに用いることができる連結システムは、図１
４～１７に示されており、これについては以下で説明する。当然ながら、採用される連結
システムは、併せて用いられることになる構成要素のタイプを考慮して選択しなければな
らない。
【００２９】
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　図１４は、２つの構成要素の隣接する縁部沿いに、ほぞ穴－ほぞタイプの一連の接合部
５０を含む連結システムを示す斜視図である。構成要素５１を併せて連結し、後に構成要
素５１を切り離すのに、構成要素５１間の相対上下運動が必要となるように、各ほぞ穴／
ほぞは、鳩尾型の形を有する。有益なことに、各ほぞの側面５２は、垂直線からやや傾斜
しており、その傾斜方向は互い違いになっており、これは図１５の側面図に示されており
、図１５は、ほぞ５３ａの側面５２が相互に、構成要素の上面から底面への方向で多少そ
れているのに対して、隣接するほぞ５３ｂの側面５２は収束しており、また、他のほぞ５
３ｃ、５３ｄなども同様であることを示している。この結果、構成要素５１を併せて連結
し、後に構成要素５１を引き離すには、ある程度の圧力が必要となり、これは、ひいては
、特にベース内の凹部（１つ又は複数）からマット材料を取り外すときに、意図に反して
構成要素が引き離されるのを防ぐ一助となる。
【００３０】
　図１６ａ及び１６ｂは、構成要素を併せて連結し（図１６ｂ）、後に構成要素を引き離
す（図１６ａ）のに、２つの構成要素間の相対水平運動を必要とする連結システムを示す
横断面図である。このケースでは、一方の構成要素５６の側縁上の突出スタッド５５は、
他方の構成要素５８の凹部５７に押し込み嵌めされる。スタッド５５は、マットベースが
使用中であるときに、構成要素５６、５８が意図に反して切り離されるのを防ぐ付形され
たヘッドを有する。このような複数の連結用スタッド／凹部は、必要に応じて、構成要素
の１つの縁部沿いに提供することができる。
【００３１】
　図１７は、図９及び１０に示されているベースの構成要素のような、押出成形された構
成要素に特に適しているが、押出成形構成要素のみに適しているわけではない連結システ
ムを示している。このシステムでは、適切に付形された溝６０が、構成要素６１の下方側
面内に形成されており、構成要素６１は、その縁部沿いで、隣接する構成要素に連結され
ることになる。連結片６２が、この溝、及び、隣接する構成要素６３の同様の溝の中に挿
入され、その結果、２つの構成要素を併せて連結する。それぞれに見合った他の形状の連
結システムを用いて、マットベースの構成要素を併せて連結できることは、明らかであろ
う。ただし、他の形状によって、マットベースの構成要素間に隙間が形成されないか、又
は、形成される余地がないことを条件とする。
【００３２】
　上記のようなベースの床接触面は、床に対するベースの動きを抑制するように設計する
のが有益である。これは、例えば、床接触面の上に滑り止め材料又はパターンを提供する
ことによって達成できる。図１８は、交差リブ６５を備えるマットベースの構成要素（こ
のケースでは、図１４の構成要素５１の１つ）の下面を示しており、この交差リブも、望
ましくない重量増なしに、より剛性な構造を達成する一助にもなる。上記の他のマットベ
ースのいずれかの構成要素のいずれも、同様の構造を有することができるのは明らかであ
ろう。
【００３３】
　任意の好適なマット材料を、図面を参照しながら上で説明したタイプのマットベースで
用いることができる。１つの好適な材料は、本発明者の特許出願である英国特許第０６２
０８９５．３号（２００６年１０月２０日）、及び同第０７０３４２８．３号（２００７
年２月２２日）に記載されている。好ましくは、マットが使用中であるときに、マット材
料がベースに対して動かないようにするために、マット材料は、マットベースの凹部の床
部に解放可能な形で固定される。凹部の床部は、例えば、マット材料と、又は、マット材
料の底面に取り付けられたループ布地と直接嵌合する複数のフックを備えることができる
。代替形態として、再付着性接着テープを用いて、マット材料を凹部の床部に固定するこ
ともできる。既に説明したように、マットベースの凹部の深さは、マット材料の上面が、
ベースの傾斜状縁部の頂部と同じ高さになるようでなければならない。
【００３４】
　図面に示されているマットベースはいずれも矩形であるが、同様の方法で、他の形を有
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するベースを構築できることは明らかであろう。マット材料が置かれる凹部についても、
他の形が可能であることは明らかであろう。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】

【図６ｄ】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６Ａ】
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【図１６Ｂ】

【図１７】

【図１８】
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